
目

次

規

則

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
連
合
の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種
の
指
定
qqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
五

○
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
六

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
六

規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「都

道
府
県
知
事

」
を
「都

道
府
県
知
事
等

」
に
、
「第

３
３
条

」
を
「第

３
４

条

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の

中
「第

３
１
条

」
を
「第

３
２
条

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
四
千
五
百
七
十
号

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
七
日

（
水
曜
日
）



平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
新
生
会

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

六
の
一

居
宅
介
護
上
北
療
護
園

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

四
の
一
九

平
成
三一･
二･二八

社
会
福
祉
法

人
新
生
会

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

六
の
一

重
度
訪
問

介
護

上
北
療
護
園

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

四
の
一
九

〃

青
森
県
告
示
第
百
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
ゆ

う

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
一
一
八
の

一

地
域
移
行

支
援

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
ゆ
う

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
一
一
八
の

一

平
成
三一･
三･三一

株
式
会
社
ゆ

う

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
一
一
八
の

一

地
域
定
着

支
援

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
ゆ
う

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
一
一
八
の

一

〃

青
森
県
告
示
第
百
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法

人
ぽ
こ
・

あ
・
ぽ
こ

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
南
椛
山
二
六

の
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

す
た
ぁ
ず

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
南
椛
山
二
六

の
九

平
成
三一･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
六
号

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合

の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
に
係
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
の
名
称

公
益
社
団
法
人
青
森
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

二

指
定
を
し
た
業
種
及
び
職
種
並
び
に
当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
の
区
域

業

種

職

種

市
町
村
の

区

域

Ｉ
―
五
十
六

各
種
商
品
小
売
業

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

青
森
市

Ｍ
―
七
十
七

持
ち
帰
り
・
配
達
飲

食
サ
ー
ビ
ス
業

Ｅ
―
三
十
九

飲
食
物
調
理
の
職
業
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Ｏ
―
八
十
一

学
校
教
育

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ｐ
―
八
十
三

医
療
業

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ｐ
―
八
十
五

社
会
保
険
・
社
会
福

祉
・
介
護
事
業

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ａ
―
一

農
業

Ｇ
―
四
十
六

農
業
の
職
業

十
和
田
市

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ａ
―
二

林
業

Ｈ
―
五
十
四

製
品
製
造
・
加
工
処
理

の
職
業
（
金
属
材
料
製
造
、
金
属
加

工
、
金
属
溶
接
・
溶
断
を
除
く
）

Ｄ
―
六

総
合
工
事
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ｍ
―
七
十
五

宿
泊
業

Ｅ
―
三
十
九

飲
食
物
調
理
の
職
業

Ｏ
―
八
十
一

学
校
教
育

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ｐ
―
八
十
三

医
療
業

Ｅ
―
三
十
九

飲
食
物
調
理
の
職
業

Ｋ
―
七
十
六

清
掃
の
職
業

Ｐ
―
八
十
五

社
会
保
険
・
社
会
福

祉
・
介
護
事
業

Ｅ
―
三
十
九

飲
食
物
調
理
の
職
業

Ｋ
―
七
十
六

清
掃
の
職
業

Ｒ
―
八
十
九

自
動
車
整
備
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ａ
―
一

農
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

む
つ
市

Ｅ
―
九

食
料
品
製
造
業

Ｈ
―
五
十
四

製
品
製
造
・
加
工
処
理

の
職
業
（
金
属
材
料
製
造
、
金
属
加

工
、
金
属
溶
接
・
溶
断
を
除
く
）

Ｅ
―
十

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製

造
業

Ｈ
―
五
十
四

製
品
製
造
・
加
工
処
理

の
職
業
（
金
属
材
料
製
造
、
金
属
加

工
、
金
属
溶
接
・
溶
断
を
除
く
）

Ｈ
―
四
十
四

道
路
貨
物
運
送
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ｉ
―
五
十
六

各
種
商
品
小
売
業

Ｈ
―
五
十
四

製
品
製
造
・
加
工
処
理

の
職
業
（
金
属
材
料
製
造
、
金
属
加

工
、
金
属
溶
接
・
溶
断
を
除
く
）

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ｉ
―
六
十
九

定
置
・
建
設
機
械
運
転

の
職
業

Ｋ
―
七
十
五

運
搬
の
職
業

Ｊ
―
六
十
三

協
同
組
織
金
融
業

Ｉ
―
六
十
九

定
置
・
建
設
機
械
運
転

の
職
業

Ｋ
―
六
十
九

不
動
産
賃
貸
業
・
管

理
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ｌ
―
七
十
四

技
術
サ
ー
ビ
ス
業

（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

Ｂ
―
九

建
築
・
土
木
・
測
量
技
術
者

Ｍ
―
七
十
五

宿
泊
業

Ｉ
―
六
十
九

定
置
・
建
設
機
械
運
転

の
職
業

Ｏ
―
八
十
一

学
校
教
育

Ｉ
―
六
十
六

自
動
車
運
転
の
職
業

Ｐ
―
八
十
五

社
会
保
険
・
社
会
福

祉
・
介
護
事
業

Ｅ
―
三
十
九

飲
食
物
調
理
の
職
業

Ｅ
―
四
十
一

居
住
施
設
・
ビ
ル
等
の

管
理
の
職
業

Ｒ
―
八
十
八

廃
棄
物
処
理
業

Ｋ
―
七
十
八

そ
の
他
の
運
搬
・
清

掃
・
包
装
等
の
職
業

Ａ
―
一

農
業

Ｇ
―
四
十
六

農
業
の
職
業

平
川
市

Ｅ
―
九

食
料
品
製
造
業

Ｈ
―
五
十
四

製
品
製
造
・
加
工
処
理

の
職
業
（
金
属
材
料
製
造
、
金
属
加

工
、
金
属
溶
接
・
溶
断
を
除
く
）

Ｑ
―
八
十
七

協
同
組
合
（
他
に
分

類
さ
れ
な
い
も
の
）

Ｇ
―
四
十
六

農
業
の
職
業

備
考

「
業
種
」
に
つ
い
て
は
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
日
総
務
省
告
示

第
四
百
五
号
）
に
定
め
る
中
分
類
に
、
「
職
種
」
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
編
職
業
分
類

（
平
成
二
十
四
年
三
月
改
訂
）
に
定
め
る
中
分
類
に
よ
る
。

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
五
日

青
森
県
告
示
第
百
七
号

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
鋳

二
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
二
の

一
〇
六
、
二
二
の
一
〇
九
、
字
上
野
九
一
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九
一
の
一

四
三
、
九
一
の
一
四
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
今
別
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

（ ）4青 森 県 報 第4570号平成31年２月27日 水曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

四
五
四
号

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
姥
坂
三
四
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
寺
沢
二
〇
の
一
ま
で

前

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
〇
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
九
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

２

県

道

吹
上
金
屋
黒

石
線

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
二
一
九
の
一
三
か
ら

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
一
七
八
の
三
ま
で

前

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

後

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル



国
道
四
五
四
号

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
姥
坂
三
四
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
寺
沢
二
〇
の
一
ま
で

平
成
三一･
二･二七

県
道
吹
上
金
屋
黒

石
線

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
二
一
九
の
一
三
か
ら

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
一
七
八
の
三
ま
で

〃

県
道
相
馬
常
盤
野

線

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
稲
元
二
一
九
の
二

四
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
稲
元
二
一
九
の
三

ま
で

三一･
三･二一

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

上
北
森
林
組
合

二

代
表
者
の
氏
名

赤
石
継
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ノ
上
八
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
五
〇
〇
三
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

六
ヶ
所
テ
ク
ノ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

小
野
眞
一
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
三
二
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
五
）
第
五
〇
〇
五
四
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
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青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
校
長
の
具
申
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
、
校
長
の
具
申
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
学
校
教
育
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号

と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
表
教
職
員
課
の
項
課
長
専

決
事
項
の
欄
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
七
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
並
び
に
学
校
評
議
員
の
委
嘱
及
び
解
嘱
に
関
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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